
環境影響評価法の手続の流れ

配慮書の送付 平成26年12月15日

配慮書の公告 平成26年12月16日

配慮書の縦覧 平成26年12月16日 ～ 平成27年1月23日

配慮書への住民意見の提出期間 平成26年12月16日 ～ 平成27年1月23日

配慮書に対する市長意見の提出 平成27年2月20日

方法書の送付 平成27年6月30日

方法書の公告 平成27年7月1日

方法書の縦覧 平成27年7月1日 ～ 平成27年8月3日

住民説明会の実施 平成27年7月17日

方法書への住民意見の提出期間 平成27年7月1日 ～ 平成27年8月17日

方法書に対する市長意見の提出（兵庫県知事へ） 平成27年10月6日

方法書に対する兵庫県知事意見の提出（経済産業大臣へ） 平成27年11月24日

経済産業大臣から事業者へ勧告 平成27年12月4日

準備書の送付 平成29年7月10日

準備書の公告 平成29年7月10日

準備書の縦覧 平成29年7月11日 ～ 平成29年8月10日

住民説明会の実施 平成29年7月27日

準備書への住民意見の提出期間 平成29年7月11日 ～ 平成29年8月24日

公聴会の実施（兵庫県） 平成29年10月20日

準備書に対する市長意見の提出（兵庫県知事へ） 平成29年11月15日

準備書に対する兵庫県知事意見の提出（経済産業大臣へ） 平成30年1月中旬

経済産業大臣から事業者へ勧告 平成30年4月
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事業の着工・建設工事 平成30年夏ごろ

事業の実施
新設1号機：平成33年度

新設2号機：平成34年度
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